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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】機器を身振りで操作できるユーザを機器側で判
断することで、操作性を向上させる。
【解決手段】距離算出部は、撮像装置が撮像した映像に
表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情
報を取得する。ユーザ情報解析部は、第１位置情報に基
づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことがで
きる操作領域を検出し、操作領域を検出できた場合には
、第１位置情報が表す身体の一部を有するユーザを操作
者として特定する。ユーザ情報解析部は、操作者の候補
のうち、操作領域に身体の一部が含まれたユーザを操作
者と特定し、操作者の候補のうち操作者と特定したユー
ザ以外のユーザを操作することができないユーザと特定
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を
取得する第１位置検出部と、
　前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作
領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部
を有するユーザを操作者の候補として特定するユーザ情報解析部と、
　を備え、
　前記ユーザ情報解析部は、前記操作者の候補のうち、前記操作領域に前記身体の一部が
含まれたユーザを操作者と特定し、前記操作者の候補のうち前記操作者と特定したユーザ
以外のユーザを操作することができないユーザと特定することを特徴とする注目位置検出
装置。
【請求項２】
　ユーザ情報解析部は、前記操作領域に前記身体の一部が含まれる場合に、前記撮像装置
が撮像した映像に表されたユーザの身体の一部の形状を表す情報を含むユーザ情報を検出
し、
　前記ユーザ情報解析部が検出したユーザ情報に対応する処理を実行する制御部を備える
ことを特徴とする請求項１に記載の注目位置検出装置。
【請求項３】
　前記ユーザ情報解析部は、前記ユーザが指定する所定の操作によって、前記操作領域を
検出することを特徴とする請求項１又は２に記載の注目位置検出装置。
【請求項４】
　前記ユーザ情報解析部は、前記ユーザが、前記ユーザの視野内にある表示装置の表示領
域の第一の頂点を指定し、第一の頂点と対角にある第二の頂点を指定する操作によって、
前記操作領域を検出することを特徴とする請求項３に記載の注目位置検出装置。
【請求項５】
　前記ユーザ情報解析部が検出する操作領域であって表示装置から前記ユーザを見た場合
の操作領域のサイズと、表示装置の表示領域における被操作領域のサイズと、を対応付け
、
　当該対応付けに基づいて、前記操作領域内にある該ユーザの体の一部の位置から被操作
領域内で対応する位置を算出する注目位置検出部
　を備えることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の注目位置検出装置。
【請求項６】
　前記身体の一部が、手であること
　を特徴とする請求項５に記載の注目位置検出装置。
【請求項７】
　前記撮像装置が撮像した映像を表示する表示部を備え、
　前記撮像装置は、前記表示部よりも高い位置に設置されていること
を特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の注目位置検出装置。
【請求項８】
　前記操作領域は、前記操作者から注目位置検出装置に向かうに従って広がることを特徴
とする請求項１から７のいずれか一項に記載の注目位置検出装置。
【請求項９】
　前記ユーザ情報解析部は、前記操作者の目の位置又は顔の位置と、表示装置の表示領域
における被操作領域と、に基づいて、前記操作領域を検出することを特徴とする請求項１
から８のいずれか一項に記載の注目位置検出装置。
【請求項１０】
　前記操作者の目の位置又は顔の位置を表す基準位置情報と、前記操作者の身体の一部の
位置を表す指示位置情報と、に基づいて、表示装置の表示領域における被操作領域内の位
置であって、前記操作者の身体の一部が示す位置を算出する注目位置検出部
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　を備えることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の注目位置検出装置。
【請求項１１】
　注目位置検出装置における注目位置検出方法において、
　撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を
取得する第１位置検出過程と、
　前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作
領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部
を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析過程と、
　を有することを特徴とする注目位置検出方法。
【請求項１２】
　注目位置検出装置における注目位置検出方法において、
　撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を
取得する第１位置検出過程と、
　前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作
領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部
を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析過程と、
　前記ユーザ情報解析過程で検出された操作領域であって表示装置から前記ユーザを見た
場合の操作領域のサイズと、表示装置の表示領域における被操作領域のサイズと、を対応
付け、当該対応付けに基づいて、前記操作領域内にある該ユーザの体の一部の位置から被
操作領域内で対応する位置を算出する注目位置検過程と、
　を有することを特徴とする注目位置検出方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を
取得する第１位置検出手段、
　前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作
領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部
を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析手段、
　を実行させるための注目位置検出プログラム。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を
取得する第１位置検出手段、
　前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作
領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部
を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析手段、
　前記ユーザ情報解析手段で検出された操作領域であって表示装置から前記ユーザを見た
場合の操作領域のサイズと、表示装置の表示領域における被操作領域のサイズと、を対応
付け、当該対応付けに基づいて、前記操作領域内にある該ユーザの体の一部の位置から被
操作領域内で対応する位置を算出する注目位置検手段、
　を実行させるための注目位置検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注目位置検出装置、注目位置検出方法、及び注目位置検出プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ、ゲーム機等の機器を操作するためのユーザインタフェースとして様々な
機器や手法が提案されている。特にゲーム機には、ユーザの動きを検出（モーションキャ
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プチャ）し、ユーザの身体全体の姿勢で機器を操作するものが提案されている。
　例えば、特許文献１に記載の三次元指先位置検出装置は、第１および第２のカメラで操
作者の手指を撮影し、撮影した手指の三次元指先位置を検出する。
　特許文献２に記載の映像表示装置は、ユーザを識別し、ユーザの位置と動作を検出し、
検出したユーザの位置と動作により、表示映像の視聴対象であるユーザを判別し、ユーザ
に対応して映像を表示するアプリケーションを制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０２２９２号公報
【特許文献２】特開２００９－８７０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の三次元指先位置検出装置では、手指が指す方向でデ
ィスプレイ上の位置を検出するため、ユーザが注目する位置に対し、必ず指先を向ける必
要があり、ユーザの注目位置を指定するジェスチャの自由度が少ないということがある。
また、指差し方向がカメラの光軸と平行となった場合は、指軸の位置姿勢を検出すること
が容易ではないといったことがある。
　さらに、特許文献１に記載の三次元指先位置検出装置は、ユーザの指差し位置方向と視
線の方向は必ずしも平行とはならないため、ユーザが注目した位置通りにディスプレイ上
のポインタを移動できず、操作するのに慣れが必要といったことがある。
【０００５】
　また、特許文献２に記載の映像表示装置では、ユーザが動作した場合、その動作が操作
入力を意図した動作か、他の目的を意図した動作かを判別することができないことがある
。複数のユーザが当該映像表示装置に表示された映像を同時に視聴する場合、一方のユー
ザによる動作によって、他方のユーザが意図しない操作入力がなされることがある。また
、複数のユーザが同時に動作して、当該映像表示装置が各々操作入力を受け付けると、相
矛盾する操作入力に対する処理が指示されることで誤動作の原因になることがある。この
ことは、映像の視聴に支障をきたすことがある。
【０００６】
　ディスプレイの大型化、高解像度化により、一度にたくさんのサムネイル・アイコンな
どのコンテンツを表示すると、従来のリモコンでは目的のコンテンツに到達するまで、何
度もカーソール移動ボタンを押す操作を行う必要があり操作しづらい。また、従来のジェ
スチャユーザインターフェースでは、ポインタの操作開始位置と手の位置関係の対応づけ
が分からず、画面上のポインタの操作開始位置を把握できなかった。そのため、操作者の
思い通りに操作できないという問題があった。
　本発明は、このような問題を鑑みてなされたもので、操作性を向上することが可能な注
目位置検出装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様は、撮像装
置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を取得する
第１位置検出部と、前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行
ことができる操作領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報
が表す身体の一部を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析部と、を備え、
前記ユーザ情報解析部は、前記操作者の候補のうち、前記操作領域に前記身体の一部が含
まれたユーザを操作者と特定し、前記操作者の候補のうち前記操作者と特定したユーザ以
外のユーザを操作することができないユーザと特定することを特徴とする注目位置検出装
置である。
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【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、ユーザ情報解析部は、前記
操作領域に前記身体の一部が含まれる場合に、前記撮像装置が撮像した映像に表されたユ
ーザの身体の一部の形状を表す情報を含むユーザ情報を検出し、前記ユーザ情報解析部が
検出したユーザ情報に対応する処理を実行する制御部を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記ユーザ情報解析部は、
前記ユーザが指定する所定の操作によって、前記操作領域を検出することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記ユーザ情報解析部は、
前記ユーザが、前記ユーザの視野内にある表示装置の表示領域の第一の頂点を指定し、第
一の頂点と対角にある第二の頂点を指定する操作によって、前記操作領域を検出すること
を特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記ユーザ情報解析部が検
出する操作領域であって表示装置から前記ユーザを見た場合の操作領域のサイズと、表示
装置の表示領域における被操作領域のサイズと、を対応付け、当該対応付けに基づいて、
前記操作領域内にある該ユーザの体の一部の位置から被操作領域内で対応する位置を算出
する注目位置検出部を備える。
【００１２】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記身体の一部が、手であ
ることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記撮像装置が撮像した映
像を表示する表示部を備え、前記撮像装置は、前記表示部よりも高い位置に設置されてい
ることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記操作領域は、前記操作
者から注目位置検出装置に向かうに従って広がることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記ユーザ情報解析部は、
前記操作者の目の位置又は顔の位置と、表示装置の表示領域における被操作領域と、に基
づいて、前記操作領域を検出することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一態様は、上記注目位置検出装置において、前記操作者の目の位置又は
顔の位置を表す基準位置情報と、前記操作者の身体の一部の位置を表す指示位置情報と、
に基づいて、表示装置の表示領域における被操作領域内の位置であって、前記操作者の身
体の一部が示す位置を算出する注目位置検出部
　を備えることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一態様は、注目位置検出装置における注目位置検出方法において、撮像
装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を取得す
る第１位置検出過程と、前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作
を行ことができる操作領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置
情報が表す身体の一部を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析過程と、を
有することを特徴とする注目位置検出方法である。
【００１８】
　また、本発明の一態様は、注目位置検出装置における注目位置検出方法において、撮像
装置が撮像した映像に表されたユーザ毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を取得す
る第１位置検出過程と、前記第１位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作
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を行ことができる操作領域を検出し、前記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置
情報が表す身体の一部を有するユーザを操作者として特定するユーザ情報解析過程と、前
記ユーザ情報解析過程で検出された操作領域であって表示装置から前記ユーザを見た場合
の操作領域のサイズと、表示装置の表示領域における被操作領域のサイズと、を対応付け
、当該対応付けに基づいて、前記操作領域内にある該ユーザの体の一部の位置から被操作
領域内で対応する位置を算出する注目位置検過程と、を有することを特徴とする注目位置
検出方法である。
【００１９】
　また、本発明の一態様は、コンピュータに、撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ
毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を取得する第１位置検出手段、前記第１位置情
報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作領域を検出し、前
記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部を有するユーザを
操作者として特定するユーザ情報解析手段、を実行させるための注目位置検出プログラム
である。
【００２０】
　また、本発明の一態様は、コンピュータに、撮像装置が撮像した映像に表されたユーザ
毎の身体の一部の位置を表す第１位置情報を取得する第１位置検出手段、前記第１位置情
報に基づいて、ユーザが身体の一部を用いて操作を行ことができる操作領域を検出し、前
記操作領域を検出できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部を有するユーザを
操作者として特定するユーザ情報解析手段、前記ユーザ情報解析手段で検出された操作領
域であって表示装置から前記ユーザを見た場合の操作領域のサイズと、表示装置の表示領
域における被操作領域のサイズと、を対応付け、当該対応付けに基づいて、前記操作領域
内にある該ユーザの体の一部の位置から被操作領域内で対応する位置を算出する注目位置
検手段、を実行させるための注目位置検出プログラムである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、操作性を向上することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る表示装置の使用態様を表す概念図である。
【図２】ユーザと表示装置の位置関係を表す平面図である。
【図３】本実施形態に係る表示装置の構成を表すブロック図である。
【図４】左画像及び右画像の一例を表す概念図である。
【図５】画像ブロックの例を表す概念図である。
【図６】撮像面の位置関係を表す概念図である。
【図７】本実施形態に係るユーザ情報解析部の構成を表す概略図である。
【図８】操作開始検出範囲の一例を表す概念図である。
【図９】操作開始検出範囲のその他の例を表す概念図である。
【図１０】注目位置検出の一例を表す概念図である。
【図１１】コンテンツ選択の一例を表す概念図である。
【図１２】注目位置検出を行う操作範囲ｒ１を示す概念図である。
【図１３】本実施形態に係るデータ入力処理を表すフローチャートである。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る表示装置を説明するための概略図である。
【図１５】ユーザ操作領域の設定方法の一例を説明するための概略図である。
【図１６】コンテンツ選択の一例を表す概念図である。
【図１７】本実施形態に係るユーザ情報解析部の構成を表すブロック図である。
【図１８】本実施形態に係るデータ入力処理を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
〔第１実施形態〕
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　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る表示装置１０の使用態様を表す概念図である。
　図１において、表示装置１０は、映像を表示する装置、例えばテレビジョン受信機、デ
ィジタルサイネージ（電子看板）装置、映像会議装置である。表示装置１０は、正面下辺
の中央部に撮像装置１１を備え、正面の大部分を覆うように表示部１２を備える。
　撮像装置１１は、手前方向の映像を撮像する、例えばステレオカメラである。撮像装置
１１は、例えば、左右方向に互いに離れた位置に、映像を撮像する撮像部１１０ａ、１１
０ｂを備える。撮像部１１０ａ、１１０ｂは、それぞれカメラユニットである。表示部１
２は、映像表示する、例えばディスプレイである。なお、表示装置１０は、音声を出力す
るスピーカ（図示せず）を備える。
【００２４】
　操作者１３は、表示装置１０を操作するユーザである。操作者１３は、表示装置１０の
正面に対面し、所定の姿勢、例えば身体の手振り、身振り（ジェスチャ）をとる。表示装
置１０に内蔵されたユーザ情報解析部２０１（図３）は、撮像装置１１が撮像した画像に
表された操作者１３の身体の一部がとる姿勢を表すユーザ情報を取得する。ユーザ情報に
は、例えば、指差しなどの手の形状・握り拳、その動かし方を表す情報が含まれる。表示
装置１０は、撮像装置１１を介して取得したユーザ情報に対応した処理（機能、動作）を
実行する。これにより、操作者１３は、指差しなどの手の形状・握り拳、その動かし方に
より、表示装置１０の処理を操作することができる。
【００２５】
　表示装置１０には、自己の位置を基準とする予め設定された領域であって、操作者１３
による操作を受け付ける操作可能領域が予め設定されている。表示装置１０には、操作可
能領域として、例えば、表示装置１０の中心部から操作者１３の手の位置までの手前方向
の距離である操作可能距離の上限（例えば、３ｍ）が設定されている。但し、操作可能領
域の左右方向は、例えば、撮像装置１１の視野角の範囲内に設定されることができる。こ
の場合には、左右方向の設定は不要である。表示装置１０には、操作可能距離の上限より
も離れたユーザである操作不可者１４による操作を受け付けない。操作を受け付けるユー
ザを判別する処理については、後で詳述する。
【００２６】
　図２は、ユーザと表示装置１０の位置関係を表す平面図である。
　図２において、上下は、それぞれ表示装置１０の奥、手前の方向を表す。図２が示す操
作者１３、操作不可者１４及び表示装置１０の位置関係は同様である。ここで、図２では
、操作者１３は、表示装置１０の正面であって、表示装置１０からの距離が操作可能距離
の上限よりも短い（近い）位置に所在している。これに対し、操作不可者１４は、表示装
置１０の正面であって、表示装置１０からの距離が操作可能距離の上限よりも長い（遠い
）位置に所在している。
【００２７】
　上述のように操作可能距離（操作可能距離の上限）が設定されることにより、制御部２
２(図３)が、複数のユーザが同時に操作を行う機会や、操作以外の目的で操作又は操作と
誤認される動作（例えば、路上近傍におかれたディジタルサイネージの場合における通行
人による手振り）を表す画像が入力される機会を制限する。例えば公共の場に設置された
ディジタルサイネージ装置のように、表示装置１０が同時に複数のユーザに利用される場
合でも映像を視聴するユーザが意図しない処理が回避される。
【００２８】
　図１に示す例は、撮像装置１１が表示装置１０の正面下辺に設置されている場合を示す
が、これに限定されない。例えば、撮像装置１１は、表示装置１０の正面上辺に設置され
ていてもよいし、表示装置１０から離れた位置に設置されていてもよい。
　撮像装置１１は、操作者１３の顔面の高さ、特に、目の高さよりも高い位置に設置され
ていてもよい。そのために、撮像装置１１の高さを、操作者１３が所在する床面の高さと
人間の平均身長を考慮して予め定めておく。その他、表示装置１０が、例えば床面など比
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較的低い位置に設置される場合には、撮像装置１１は、表示部１２よりも高い位置に設置
されていてもよい。
　これにより、撮像装置１１は、操作者１３の顔面よりも高い位置から操作者１３の身体
を表す映像を撮像することができ、指差しなどの手の形状・握り拳、その動かし方によっ
て操作者１３の顔面が遮蔽されることを防止することができる。そのため、制御部２２が
、操作者１３の顔面の画像を用いて行われる操作者の識別、顔面の位置の検出、操作の検
出などの処理を安定して実行できる。これらの処理については後述する。
【００２９】
〔表示装置の構成〕
　次に本実施形態に係る表示装置１０の構成について説明する。
　図３は、本実施形態に係る表示装置１０の構成を表すブロック図である。
　表示装置１０は、データ入力装置２ａ又は表示制御装置２ｂを含んで構成される。デー
タ入力装置２ａは、撮像装置１１、画像処理装置２０、情報ＤＢ２１（Ｄａｔａｂａｓｅ
、データベース）及び制御部２２を含んで構成される。
　撮像装置１１は、撮像した映像を表す映像信号を生成し、生成した映像信号を画像処理
装置２０に出力する。画像処理装置２０は、撮像装置１１から入力された映像信号に基づ
き判別した操作者を表す操作者情報の取得、操作者の身体の一部が所在する位置を表す第
１空間情報の取得、操作者の身体の一部がとる形状を表すユーザ情報の取得を行う。画像
処理装置２０は、取得した操作者情報、第１空間情報及びユーザ情報を検出情報として表
示制御装置２ｂに出力する。
【００３０】
　表示制御装置２ｂは、情報ＤＢ２１、制御部２２及び表示部１２を含んで構成される。
　情報ＤＢ２１には、操作者１３の映像を表す映像信号に基づく操作入力に応じて表示す
る表示情報が記憶されている。表示情報は、例えば、映像コンテンツ等を表す映像信号、
ニュース等を表すテキスト情報、ネットワークから受信したコンテンツを表すコンテンツ
情報、案内画像（操作ガイド）を表す案内画像信号である。案内画像の詳細については後
述する。
【００３１】
　制御部２２は、画像処理装置２０から入力された検出情報から第１空間情報とユーザ情
報を抽出する。制御部２２は、抽出した第１空間情報が表す操作者１３の位置が予め定め
られた操作可能領域の範囲内である場合、抽出したユーザ情報に対応する処理を行う。こ
こで、制御部２２は、例えば、第１空間情報が表す操作者１３の距離が予め設定された操
作可能距離の上限よりも小さいか否かを判断する。ユーザ情報に対応する処理とは、例え
ば、案内画像の表示、映像コンテンツの表示、ネットワークからの情報検索、検索された
情報に係る映像コンテンツ等やニュース等の保存、保存された情報の表示等、各種の映像
表示に係る処理である。
【００３２】
　制御部２２は、保存することが指示された情報を表示情報として情報ＤＢ２１に記憶す
る。制御部２２は、表示することが指示された表示情報を情報ＤＢ２１から読み出し、読
み出した表示情報を表す映像信号を表示部１２に出力する。制御部２２は、停止すること
が指示された表示情報の出力を停止する。
　表示部１２は、制御部２２から入力された映像信号を映像として表示する。これにより
、操作者１３が行って操作によって選択された映像コンテンツやニュースに係る映像や、
案内画像を表示する。
　これにより、表示制御装置２ｂは、画像処理装置２０から入力された検出情報に含まれ
るユーザ情報が表すコンテンツを選択する処理や、選択したコンテンツを表示する処理を
実行する。
【００３３】
　次に、データ入力装置２ａのより詳細な構成について説明する。
　撮像装置１１は、撮像部１１０ａ、１１０ｂを含んで構成される。撮像部１１０ａ、１
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１０ｂは、撮像した映像を表す映像信号を生成し、生成した映像信号を画像処理装置２０
０に出力する。撮像部１１０ａは、生成した映像信号をユーザ情報解析部２０１に出力す
る。撮像部１１０ａ、１１０ｂは、例えば、被写体から入射された光を集光するレンズを
備えた光学系と、集光された光を電気信号に変換する撮像素子を備えるカメラである。撮
像部１１０ａ、１１０ｂが備える撮像素子は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐ
ｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ、）素子、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）素子である。
【００３４】
　画像処理装置２０は、距離算出部２００、ユーザ情報解析部２０１を含んで構成される
。
　距離算出部２００は、撮像部１１０ａ、１１０ｂから各々映像信号が入力される。距離
算出部２００は、各々入力された映像信号に基づいて撮像装置１１から被写体（例えば、
操作者１３）までの距離を表す距離情報を、例えばステレオマッチング方式を用いて算出
する。
【００３５】
〔距離情報の算出〕
　ここで、ステレオマッチング方式の一種であるブロックマッチング方式を用いた距離情
報の算出方法について説明する。ステレオマッチング方式では、撮像部１１０ａ、１１０
ｂが撮像した映像の視差値を距離値として算出する。以下の説明では、撮像部１１０ａが
撮像した映像に含まれる画像であって、ある時点における画像を左画像と呼ぶ。撮像部１
１０ｂが撮像した映像に含まれる画像であって、その時点における画像を右画像と呼ぶ。
【００３６】
　ステレオマッチング方式では、左画像の一部の領域である左画像ブロックと対応する領
域である右画像ブロックを探索する。ここで左画像及び同時に撮像された右画像を例にと
って説明する。
　図４は、左画像及び右画像の一例を表す概念図である。
　図４は、左側に左画像４０を表し、右側に右画像４１を表す。
　距離算出部２００は、左画像４０において、注目画素を中心とする左画像ブロック（ウ
ィンドウ）４００を設定する。左画像ブロック４００に含まれる左右方向に３個、上下方
向に３個、計９個の四角形は、それぞれ画素を表す。図４における左画像４０の右端から
左画像ブロック４００の右端までの水平方向の距離がＬ画素（Ｌ個の画素分の距離）であ
る。Ｌは、１又は１よりも大きい整数である。
【００３７】
　距離算出部２００は、右画像４１において、左画像ブロック４００と上下方向の座標が
同一であって、右画像４１の右端からの距離がＬ＋ｄ２に右端をもつ右画像ブロック４１
０を初期値として設定する。ｄ２は、予め設定された整数値であり、視差値の最大値を表
す。右画像ブロック４１０の大きさ及び形状は、左画像ブロック４００と同一である。
　距離算出部２００は、左画像ブロック４００と右画像ブロック４１０との間の指標値を
算出する。距離算出部２００は、右画像ブロック４１０の右端が右画像４１の右端からの
距離がＬ画素になるまで位置をずらし、それぞれずれた位置で指標値を算出する。距離算
出部２００は算出した指標値に基づいて左画像ブロック４００と対応する位置にある右画
像ブロック４１０を定める。指標値として、例えばＳＡＤ（Ｓｕｍ　ｏｆ　Ａｂｓｏｌｕ
ｔｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）値を用いる場合、ＳＡＤ値が最小となる位置にある右画像
ブロック４１０を定める。この位置が左画像４０における注目画素に対応する注目点であ
る。注目点と注目画素の間の水平方向の座標の差分に対する絶対値が視差である。距離算
出部２００は、左画像４０に含まれる各画素について実行し、撮像部１１０ａが撮像した
映像に含まれる画素毎の視差値を表す視差情報（視差マップ、ディスパリティマップとも
いう）を距離情報として生成する。視差は、撮像装置１１から被写体までの距離が短いほ
ど大きく、距離が長いほど小さくなる関係がある。距離算出部２００は、生成した距離情
報をユーザ情報解析部２０１に出力する。
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【００３８】
　視差マップは、予め定めたビット数で表される整数値（例えば、８ビットの場合、最小
値０－最大値２５５）で表された視差値を画素毎に有する、グレースケール化したビット
マップ画像である。なお、距離算出部２００は、撮像部１１０ａと撮像部１１０ｂの間隔
である基線長等のカメラパラメータに基づいて、撮像装置１１から被写体までの被写空間
における距離に変換し、変換した距離を表す距離情報を生成してもよい。この場合、距離
算出部２００は、生成した距離情報を、画素毎の視差値を表す距離情報の代わりに、グレ
ースケール化したビットマップ画像（デプスマップ）を距離情報として生成してもよい。
　なお、撮像部１１０ａ、１１０ｂは、上下方向に異なる座標値に配置され、各々が撮像
した画像を表す撮像画像を用いて視差を算出してもよい。その場合、距離算出部２００は
、撮像部１１０ａ、１１０ｂのいずれかが撮影した画像における画像ブロックを基準とし
て、他方が撮影した画像における画像ブロックを上下方向にずらして対応する画像ブロッ
クを探索すればよい。
【００３９】
　距離算出部２００は、ＳＡＤ値を算出する際、例えば、式（１）を用いる。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　式（１）において、ｘｉは、左画像ブロック４００に含まれる、例えば緑色（Ｇ）の画
素毎の画素値である。８は、１個の画像ブロックに含まれる画素数の一例である。画素値
ｘ０～ｘ９にそれぞれ対応する画素の配置は、図５の左側に示すように各行毎に左端から
右端に向かい、行間では最上行から最下行に向かう順序である。ｘａｉは、右画像ブロッ
ク４１０に含まれる画素毎の画素値である。画素値ｘａ０～ｘａ９にそれぞれ対応する画
素の配置は、図５の右側に示すように各行毎に左端から右端に向かい、行間では最上行か
ら最下行に向かう順序である。
【００４２】
　指標値は、ＳＡＤ値に限られない。左画像ブロック４００に含まれる画素値と右画像ブ
ロック４１０に含まれる画素値との相関を表すものであれば、他の指標値、例えばＳＳＤ
（Ｓｕｍ　ｏｆ　Ｓｑｕａｒｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）値や、ＤＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ
　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ）値であってもよい。
　左画像ブロック４００、右画像ブロック４１０の大きさであるウィンドウサイズは、上
述のように水平方向３画素×上下方向３画素に限られない。例えば、水平方向５画素×上
下方向５画素、水平方向９画素×上下方向９画素のように上述よりも大きくてもよいし、
水平方向４画素×上下方向４画素のように中心座標が注目点からずれた位置になってもよ
い。また、右画像ブロック４１０をずらす方向は、上述のように左側から右側に限られず
、右側から左側であってもよい。左画像ブロック４００、右画像ブロック４１０に含まれ
る画素は、緑色（Ｇ）の画素の信号値に限られず、他の色、例えば赤色（Ｒ）の画素の信
号値であってもよいし、他の表色系に基づく画素の信号値や、それらの任意の組み合わせ
であってもよい。
【００４３】
　上述のブロックマッチング方式では、左画像４０のある座標と右画像４１の対応する座
標が左右方向にずれており、上下方向にずれておらず、左画像４０と右画像４１のエピポ
ーラ線が一致していると仮定していた。上述のように撮像部１１０ａ、１１０ｂの光軸が
平行になるように配置していたのはエピポーラ（ｅｐｉｐｏｌａｒ）線（補助線とも呼ば
れる）を一致させるためである。エピポーラ線を一致させるために、距離算出部２００が
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予め取得した撮像部１１０ａ、１１０ｂのカメラパラメータに基づいて、左画像４０と右
画像４１の光軸が平行になるように撮像した画像信号を座標変換する処理を行ってもよい
。この座標変換を行う処理は、レクティフィケーション（ｒｅｃｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
、又は偏移修正と呼ばれる。距離算出部２００は、この処理を行った後で距離情報を生成
する。
【００４４】
　エピポーラ線とは、図６に示されるようにエピポーラ平面５３と、２つの撮像部１１０
ａ、１１０ｂ各々が備える撮像面５４、５５が交わる線５６、５７である。エピポーラ平
面５３は、２つの撮像部１１０ａ、１１０ｂ各々が備えるレンズの焦点５０、５１と、被
写空間における特徴点５２の３点を通る平面である。
　撮像部１１０ａ、１１０ｂが、各々の光軸が平行になるように配置されている場合、エ
ピポーラ線５６、５７は、左画像４０、右画像４１各々において上下方向の座標が同一の
水平線になる。
【００４５】
〔ユーザ情報の解析〕
　次に、本実施形態に係るユーザ情報解析部２０１の構成について説明する。
　図７は、本実施形態に係るユーザ情報解析部２０１の構成を表す概略図である。
　ユーザ情報解析部２０１は、顔検出部３０、目位置検出部３１、手位置検出部３２、手
形状・指先位置検出部３３、特徴情報解析部３４、操作者判別部３５、注目位置検出部３
６、検出情報出力部３７を備える。
【００４６】
〔ユーザの顔の検出〕
　顔検出部３０は、撮像部１１０ａから入力された映像信号に基づいて、操作者の顔面の
画像を表す領域（顔面の領域とも称する）を検出する。顔検出部３０は、検出した顔面の
領域における代表点（例えば、重心点）の２次元座標や、その領域の上端、下端、左端、
右端の２次元座標を表す２次元顔面領域情報を生成する。顔検出部３０は、距離算出部２
００から入力された距離情報から、２次元顔領域情報が表す２次元座標の画素に係る距離
値を抽出する。顔検出部３０は、前述の２次元座標と対応する距離値を、被写空間におけ
る３次元座標に変換して、３次元顔面位置情報を生成する。
　顔面の領域を検出するために、顔検出部３０は、例えば予め設定した顔面の色彩（例え
ば、肌色）を表す色信号値の範囲にある画素を、入力された映像信号から抽出する。
【００４７】
　なお、顔検出部３０は、予め人間の顔面を表す濃淡（モノクロ）画像信号を記憶した記
憶部を備えるようにしてもよい。そこで、顔検出部３０は、記憶部から読み出した濃淡画
像信号と入力された画像信号との相関値を複数の画素を含む画像ブロック毎に算出し、算
出した相関値が予め定めた閾値よりも大きい画像ブロックを顔面の領域と検出する。
　その他、顔検出部３０は、入力された画像信号に基づいて特徴量（例えば、Ｈａａｒ－
Ｌｉｋｅ特徴量）を算出し、算出した特徴量に基づいて予め定めた処理（例えば、Ａｄａ
ｂｏｏｓｔアルゴリズム）を行って顔面の領域を検出してもよい。顔検出部３０が顔面の
領域を検出する方法は、上述の方法に限られず、入力された画像信号から顔面の領域を検
出する方法であれば、いかなる方法を用いてもよい。
　顔検出部３０は、検出した顔面の画像を表す顔面画像信号を、特徴情報解析部３４と目
位置検出部３１に出力する。顔検出部３０は、生成した３次元顔面位置情報及び２次元顔
面領域情報を操作者判別部３５に出力する。顔検出部３０は、生成した３次元顔面位置情
報を検出情報の一部として検出情報出力部３７に出力する。
【００４８】
〔目の位置の検出〕
　目位置検出部３１は、顔検出部３０から入力された顔面画像信号が表す顔面の画像から
目の領域を検出する。目位置検出部３１は、検出した目の領域の代表点（例えば、重心点
）である２次元の目位置座標を算出する。目位置検出部３１は、検出した目位置座標に所
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在する画素における距離値を、距離情報算出部２００から入力された距離情報から抽出す
る。目位置検出部３１は、算出した２次元の目位置座標と抽出した距離値の組を、被写空
間における３次元の目位置座標に変換して３次元目位置情報を生成する。目位置検出部３
１は、算出した３次元の目位置座標を表す３次元目位置情報を注目位置検出部３６および
操作者判別部３５に出力する。目位置検出部３１は、検出した目の領域の画像を表す目領
域信号、算出した２次元の目位置座標を表す２次元目位置情報を操作者判別部３５に出力
する。
【００４９】
　目位置検出部３１が目の領域を検出するために、例えば、予め撮影された目のテンプレ
ート画像を記憶させた記憶部を備えておく。目位置検出部３１は、記憶部から目のテンプ
レート画像を読み出し、読み出したテンプレート画像と入力された顔面画像信号を照合す
るテンプレートマッチング法を用いてもよい。また、目位置検出部３１は、入力された顔
面画像信号が表す顔面の領域のうち、予め設定された顔面における目の位置関係（例えば
、予め計測された顔面の領域と両眼の位置）を表す目位置情報を用いて目の領域を検出し
てもよい。また、目位置検出部３１は、入力された顔面画像信号に基づいて特徴量（例え
ば、Ｈａａｒ－Ｌｉｋｅ特徴量）を算出し、算出した特徴量に基づいて予め定めた判別処
理（例えば、Ａｄａｂｏｏｓｔアルゴリズム）を行って目の領域を検出してもよい。
　目位置検出部３１が目の領域を検出する方法は、上述の方法に限られず、顔面画像信号
から目の領域を検出する方法であれば、いかなる方法を用いてもよい。
　目位置検出部３１は、検出する目の領域として、両目の重心点にかかわらず、左目や右
目の位置や、これら全てを表す目領域信号を出力するようにしてもよい。
【００５０】
〔手の位置の検出〕
　手位置検出部３２は、撮像部１１０ａから入力された映像信号が表す操作者の手の画像
を表す領域を検出し、検出した手の位置を算出する。
　手の画像を表す領域を検出するために、手位置検出部３２は、例えば予め設定した手の
表面の色彩（例えば、肌色）を表す色信号値の範囲にある画素を、入力された映像信号か
ら抽出する。手位置検出部３２は、手の位置として検出した手の画像を表す領域の代表点
（例えば、重心点）の２次元座標値を算出する。手位置検出部３２は、算出した座標値に
対応する距離値を、距離算出部２００から入力された距離情報から抽出し、算出した２次
元座標値と対応する距離値の組を被写空間における３次元座標に変換して３次元手位置情
報を生成する。手位置検出部３２は、検出した手の領域の画像を表す手画像信号と、算出
した代表点の２次元座標値を表す手位置情報を手形状・指先位置検出部３３に出力する。
手位置検出部３２は、当該手位置情報を操作者判別部３５に出力する。
　また、手の画像を表す領域を検出するために、手位置検出部３２は、距離検出部２００
から入力された距離情報に基づいて、顔検出部３０から入力された３次元顔面位置情報が
表す３次元顔面位置を基準とした予め定めた奥行方向の開始点と終了点で表される距離範
囲内にある画像を撮像部１１０ａから入力された映像信号から手の画像を表す領域として
抽出してもよい。予め定めた距離範囲は、例えば３次元顔面位置より前方（表示装置１０
側）にある範囲である。これにより、操作者の前方または後方にいる別人の手を、操作者
の手と認識することを防ぐことができる。
【００５１】
〔手の形状と指先位置の検出〕
　手形状・指先位置検出部３３は、手位置検出部３２から入力された手画像信号と手位置
情報に基づいて手の形状を検出する。
　手の形状を検出するために、手形状・指先位置検出部３３は、手画像信号から、例えば
エッジ抽出処理を行って手の輪郭部分を検出する。手形状・指先位置検出部３３は、検出
した輪郭部分のうち予め定めた範囲の曲率半径（例えば、６－１２ｍｍ）をもつ突起部分
を指の領域の画像として探索する。手形状・指先位置検出部３３は、探索において手位置
情報が表す代表点からの所定の半径の探索領域に前述の突起部分の有無を判断し、順次半
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径を変更することで探索領域を同心円状に更新する。手形状・指先位置検出部３３は、検
出した指の領域に基づいて指の本数を計数する。
　手形状・指先位置検出部３３は、検出した突起部分の頂点を各指の指先位置を表す２次
元座標として検出する。手形状・指先位置検出部３３は、定めた指先における２次元座標
に所在する画素の距離値を距離算出部２００から入力された距離情報から抽出する。手形
状・指先位置検出部３３は、抽出した距離値と指先における２次元座標の組を被写空間に
おける３次元座標を表す３次元指先位置情報を生成する。手形状・指先位置検出部３３は
、生成した３次元指先位置情報を注目位置検出部３６に出力する。手形状・指先位置検出
部３３は、検出した指の領域を表す指画像信号、指の本数を表す本数情報、指先における
２次元座標を表す２次元指先位置情報を検出情報の一部として検出情報出力部３７に出力
する。
【００５２】
〔特徴情報の解析〕
　特徴情報解析部３４は、顔検出部３０から入力された顔面画像信号に基づきユーザの属
性（例えば、年齢、性別、表情）を表す特徴情報を生成する。年齢を表す特徴情報（年齢
情報）として、例えば具体的な年齢に限らず予め定めた年齢層（例えば、１０代、２０代
、幼年、青少年、青壮年、後年）を表す情報であってもよい。性別を表す特徴情報（性別
情報）は、男性又は女性を表す情報である。表情を表す特徴情報（表情情報）は、例えば
笑っているかいないかを表す情報である。表情情報は、笑顔である度合いを表す笑顔度を
含んでいてもよい。
【００５３】
　年齢情報や性別情報を生成するためには、特徴情報解析部３４は、例えば、年齢が既知
である人間の顔面の画像や性別が既知である人間の顔面の画像を表す顔面画像信号を記憶
させた記憶部を備える。特徴情報解析部３４は、検出した顔面の領域の画像と記憶部から
読み出した顔面画像信号との間の指標値を算出し、算出した指標値に基づいて年齢情報又
は性別情報を定める。例えば、指標値として類似度を算出し、類似度が最大となる年齢情
報又は性別情報を定める方法を用いてもよい。その他、指標値としてＧａｂｏｒ特徴量を
算出し、ＳＶＭ（Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ、サポートベクターマ
シン）を用いて年齢情報又は性別情報を判別する方法を用いてもよい。
【００５４】
　表情情報を生成するためには、特徴情報解析部３４は、例えば、笑っている人間の画像
を表す画像情報の各構成部（例えば、目、口）の輪郭情報と該構成部の位置を表す位置情
報を予め記憶した記憶部を備える。特徴情報解析部３４は、検出した顔面の領域の画像か
ら各構成部の輪郭情報と該構成部の位置情報を生成し、記憶部から読み出した輪郭情報と
位置情報とをそれぞれ照合する。
【００５５】
　これにより特徴情報解析部３４は、年齢、性別、又は表情を表す特徴情報を推定する。
特徴情報を推定する方法は、上述に限らず、顔面を表す画像情報から年齢、性別又は表情
を推定する方法であればよい。
　特徴情報解析部３４は、生成した特徴情報を検出情報の一部として検出情報出力部３７
に出力する。
【００５６】
〔操作者の判別〕
　次に、操作者の判別処理について説明する。
　操作者判別部３５は、顔検出部３０から入力された３次元顔位置情報に基づいて、顔面
の領域を検出したユーザのうち予め定めた操作可能距離の領域に所在するユーザを操作者
として判別する（図１、２参照）。操作者判別部３５は、例えば、３次元顔位置情報が表
す距離が予め定めた操作可能距離の上限よりも、撮像装置１１からの距離が短い位置に顔
面が所在するユーザを操作者として判別する。これにより、顔検出部３０が顔面を検出し
たユーザの中から操作者が判別される。他方、操作者判別部３５は、予め定めた操作可能
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領域外に所在するユーザを操作不可者として判別する。
【００５７】
　操作者判別部３５は、操作可能領域に所在するユーザの身体（例えば、手）の一部が、
操作開始検出範囲に所在するか否か判断する。操作開始検出範囲は、操作可能領域に含ま
れ、操作可能領域よりも狭い定めた領域である。操作者判別部３５は、顔検出部３０から
入力された２次元顔位置情報や目位置検出部３１から入力された２次元目位置情報に基づ
いて操作開始検出範囲を定める。これにより操作者からの操作が開始されたことを検知す
るとともに、同時に複数名からの操作受け付けられることを回避し、操作者１名のみの操
作が受け付けられるようにする。
【００５８】
　次に、操作開始検出範囲の一例について説明する。
　図８は、操作開始検出範囲の一例を表す概念図である。
　図８は、左側に操作者１３の正面を表し、右側に操作者１３の左側面を表す。操作開始
検出領域１３３は、例えば、撮像装置１１から入力された映像信号が表す操作者１３の画
像に含まれる左眼１３１－１及び右眼１３１－２を結ぶ両眼の高さを表す線分１３４を含
む領域である。即ち、線分１３４と平行であって顔面１３２の上端に接する線分１３５と
、線分１３４と平行であって顔面１３２の下端に接する線分１３６に挟まれる領域である
。ここで、操作者判別部３５は、顔検出部３０から入力された２次元顔面領域情報と目位
置検出部３１から入力された２次元目位置情報に基づいて、操作開始検出領域１３３を算
出する。
【００５９】
　図７に戻り、操作者判別部３５は、手位置検出部３２から入力された手位置情報が表わ
す代表点が、操作開始検出領域１３３の範囲（操作開始検出範囲）内にある場合、その代
表点に手を所在させ、その操作開始検出領域１３３に顔面が所在するユーザを操作者１３
と判断する。その場合、操作者判別部３５は、その操作者に係る検出情報に基づいて操作
が開始されたことを表す操作開始信号を検出情報出力部３７に出力する。即ち、操作者判
別部３５は、このように操作開始検出領域１３３を定めることにより顔面と同じ高さに手
を移動させたユーザを操作者１３と判断する。
　操作者判別部３５は、手位置検出部３２から入力された手位置情報が表わす代表点が、
操作開始検出範囲外に離れた場合、その代表点に手を所在させた操作者１３は操作を終了
したと判断する。その場合、操作者判別部３５は、その操作者に係る検出情報に基づいて
操作が終了されたことを表す操作終了信号を検出情報出力部３７に出力する。即ち、操作
者判別部３５が、ある操作者１３について操作開始信号を検出情報出力部３７に出力して
から、操作終了信号を出力されるまでの間は、表示装置１０は、操作者１３と判断された
ユーザの手の形状に基づく操作入力を受け付ける。他のユーザについて手位置情報が表す
代表点が操作開始検出範囲内にあったとしても、その間、表示装置１０は、他のユーザか
らの操作を受け付けない。
【００６０】
　操作者判別部３５は、操作可能領域に所在する他のユーザの有無を確認し、他のユーザ
がいると判断された場合、上述のように、いると判断された他のユーザが操作者１３か否
かを判断する。なお、他のユーザが複数名いる場合には、操作者判別部３５は、手位置情
報が表わす代表点が操作開始検出領域１３３の中心に最も近接する１名のユーザを操作者
１３として定める。これにより、表示装置１０は、新たな１名の操作者１３からのみの操
作入力を受け付け、同時に２名のユーザからの操作入力を受け付けない。
【００６１】
　図８では、操作者は、底面に対して水平な姿勢（例えば、起立）を取っている。しかし
、操作者は、このような姿勢を取るとは限らず、例えば、操作者は底面上に横たわること
がある。このような場合にも、操作者判別部３５は、上述のように操作開始検出範囲を定
めて操作者１３を判断することによって、操作者の姿勢によらず安定した判断が可能であ
り、誤検出を回避することができる。このことを次に説明する。
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【００６２】
　図９は、操作開始検出範囲のその他の例を表す概念図である。
図９に示す例では、操作者１３は、底面１３７の上を横たわっている。このとき、左眼１
３１－１及び右眼１３１－２を結ぶ線分１３４と底面１３７となす角度θは、０°よりも
９０°に近い角度（例えば、２０°）である。
　この場合、操作者判別部３５は、目位置検出部３１から入力された２次元目位置情報に
基づいて、左眼１３１－１及び右眼１３１－２を結ぶ線分１３４を定める。操作者判別部
３５は、顔検出部３０から入力された２次元顔面領域情報に基づいて、顔面の上端に接し
線分１３４に平行な線分１３５と、顔面の下端に接し線分１３４に平行な線分１３６を定
める。操作者判別部３５は、線分１３５と線分１３６に挟まれる領域を操作開始検出領域
１３３と定める。このように操作者判別部３５は、操作者１３の身体の一部である顔面の
位置に基づいて操作開始検出領域１３３の範囲（操作開始検出範囲）を定め、操作入力に
係る身体の他部である手との位置関係に基づいて操作を受け付ける操作者を判別する。
【００６３】
　なお、上述では、操作者判別部３５は、２次元目位置情報と２次元顔面領域情報に基づ
いて操作開始検出範囲を定める例について説明したが、本実施形態ではこれに限られない
。操作者判別部３５は、被写空間上の３次元座標を表す３次元目位置情報と３次元顔領域
情報に基づいて操作開始検出範囲を定めてもよい。その場合、操作者判別部３５は、３次
元手位置情報が表す被写空間上の手の位置が奥行方向の操作開始検出範囲（図８における
操作開始検出開始位置（奥行方向）から開始される操作開始検出領域（奥行方向））にも
含まれるか否かによって操作を受け付ける操作者か否かを判別するようにしてもよい。こ
れにより、操作開始検出範囲と手の位置との関係を、奥行方向の座標も考慮して誤検出を
回避することができる。
【００６４】
〔注目位置の検出〕
　注目位置検出部３６は、目位置検出部３１から入力された３次元目位置情報と、手形状
・指先位置検出部３３から入力された３次元指先位置情報に基づいて操作者が注目する位
置である注目位置を検出する（注目位置検出）。
　以下、図１０から図１２を用いて、注目位置検出部３６の行う注目位置検出について説
明する。
【００６５】
　図１０は、注目位置検出の一例を表す概念図である。図１０において、座標系Ｃ１は、
２次元座標系Ｃ１であり、表示装置１０の表示面の座標である。座標系Ｃ２は、３次元座
標系Ｃ２である。なお、例えば、３次元顔面位置情報、３次元目位置情報、３次元手位置
情報、および３次元指先位置情報は、３次元座標系Ｃ２で表される。なお、３次元座標系
Ｃ２では、Ｘ軸方向が図１の左右方向であり、Ｙ軸方向が図１の上下方向であり、Ｚ軸方
向が図１の手前奥行方向である。なお、図１０（ａ）は操作者を右から見た右側面図であ
り、図１０（ｂ）は操作者を正面から見た正面図である。
【００６６】
　注目位置検出部３６は、例えば、３次元目位置情報が表す目の位置に基づいて、基準位
置座標Ｐ１０を算出する。なお、基準位置座標Ｐ１０は、図１０（ｂ）の正面図で示すよ
うに、目の検出範囲内にある両眼の中央位置である。具体的には、注目位置検出部３６は
、３次元目位置情報が表す右眼の位置と左眼の位置の中点を、基準位置座標Ｐ１０として
算出する。また、注目位置検出部３６は、３次元指先位置情報が表す指先の位置を指定位
置座標Ｐ１１とする。
　注目位置検出部３６は、基準位置座標Ｐ１０と指定位置座標Ｐ１１とを結ぶ直線Ｅ１が
、表示装置１０と交わる交点を注目位置座標Ｒ１１として算出する。注目位置検出部３６
は、算出した注目位置座標Ｒ１１（３次元座標系Ｃ２）を、表示装置１０が表す画像に対
する２次元座標系Ｃ１の座標に変換して、変換した注目位置座標Ｒ１１を表す注目位置情
報を生成する。すなわち、注目位置検出部３６は、操作者の目の位置（または、顔の位置



(16) JP 2013-250882 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

（例えば、顔の中心の位置）であってもよい）を表す基準位置座標Ｐ１０と、操作者の身
体の一部（指）の位置を表す指定位置座標Ｐ１１と、に基づいて、表示装置１０の表示領
域における操作パネルＰ１（被操作領域。図１１参照）内の位置であって、操作者の身体
の一部が示す注目位置座標Ｒ１１を算出する。注目位置検出部３６は、生成した注目位置
情報を検出情報の一部として検出情報出力部３７に出力する。
　このように、表示装置１０は、操作者の目の位置（基準位置座標Ｐ１０）を中心に、操
作者の指（指定位置座標Ｐ１１）を動かした先にあるコンテンツを、操作者が操作対象し
ているコンテンツと識別する。これにより、表示装置１０は、操作者が意図したコンテン
ツを選択することが可能となる。
【００６７】
　図１１は、コンテンツ選択の一例を表す概念図である。この図において、２次元座標系
Ｃ１および３次元座標系Ｃ２は、図１０と同じものである。この図は、注目位置検出情報
を使った操作者によるコンテンツ選択を表す一例である。
　表示部１２は、操作パネルＰ１を表示する。操作パネルＰ１は、例えば領域に分かれて
おり、各領域には、静止画や動画などの代表画像（サムネイル）や、コンピュータ上のプ
ログラムを表す代表画像（アイコンなど）が表示されている。図１１において、操作パネ
ルＰ１は各領域にコンテンツを表示しており、そのコンテンツはＡからＺ、ａからｉのア
ルファベット（コンテンツＡ～Ｚ、ａ～ｉと称する）で表されている。つまり、操作パネ
ルＰ１は、登録または記録されているコンテンツの一覧を表している。
【００６８】
　操作者は、これらコンテンツの一覧から所望のコンテンツを選択し、決定することでコ
ンテンツの再生や実行を行うことができる。図１１において、注目位置座標Ｒ１１はコン
テンツＲが表示された領域上にあり、この領域を注目領域Ｒ１と称する。この図は、一例
として、コンテンツＲの代表画像の周りを実線で囲み、注目位置をハイライト表示してい
る。このような表示によって、表示装置１０は、操作者がコンテンツＲを注目し、そのコ
ンテンツＲが選択されていることを操作者に示している。
　このように、表示装置１０は、操作者の注目位置を検出し、その位置を操作パネルＰ１
上に表示する。これにより、操作者は瞬時に所望とするコンテンツを選択することができ
る。例えば、表示装置１０では、操作者が操作を開始した際、操作した最初（開始）の位
置が分からず、間違ったコンテンツを選択してしまうことや、操作開始位置を知るために
手や、ポインタ入力装置（マウスなど）を大きく動かして、現在の位置を探すといった操
作を回避することができる。
　なお、上記では、表示装置１０は、操作者の注目位置を操作者に示すために、代表画像
をハイライト表示する場合について説明した。しかし、本発明はこれに限定されず、表示
装置１０は、操作者が注目した位置を、表示部１２の画素単位でポインタ表示することに
より、操作者に注目位置や注目領域を示してもよい。また、表示装置１０は、操作者が注
目位置を示す手の形状を、手を開いた形状や、人差し指を立てた形状、手を閉じた形状な
どとして検出し、検出結果に基づいて指定位置座標Ｐ１１を検出しても良い。
【００６９】
　図１１では、操作者が指（指定位置座標Ｐ１１）を動かすことにより、注目位置座標Ｒ
１１が変わることを表す。例えば、基準位置座標Ｐ１０と指定位置座標Ｐ１１とを結ぶ直
線が直線Ｅ１’（一点鎖線）となった場合には、コンテンツａが選択される。このように
、操作者は、指差し位置を移動することにより、注目位置座標Ｒ１１を移動でき、注目領
域Ｒ１を変更できる。
【００７０】
　なお、基準位置座標Ｐ１０は上記の例に限られず、注目位置検出部３６は、左眼の位置
または右眼の位置を、基準位置座標Ｐ１０としても良い。例えば、注目位置検出部３６は
、操作者の利き目を示す情報を予め記憶し、この情報に基づいて利き目の位置を基準位置
座標Ｐ１０とする。ここで、注目位置検出部３６は、利き目を知らせるジェスチャ（片目
を閉じるやウィンク、顔を振るなど）に基づいて、操作者の利き目を判定し、操作者の利
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き目した示す情報を記憶してもよい。このように、表示装置１０は、利き目を判定するこ
とで、注目位置座標Ｒ１１の誤差を低減することができる。また、注目位置検出部３６は
、操作者の利き目を示す情報に基づいて、右眼と左眼の線分上の点を、基準位置座標Ｐ１
０としても良い。この場合、例えば、注目位置検出部３６は、利き目と利き目でない目と
の比率を、７：３とし、０．７×（利き目の位置）＋０．３×（利き目でない目の位置）
を、基準位置座標Ｐ１０としても良い。また、例えば、注目位置検出部３６は、操作者が
方目を閉じたと判定した場合には、開いている方の目の位置を基準位置座標Ｐ１０として
もよい。
【００７１】
　図１２は、注目位置検出を行う操作範囲ｒ１（操作領域）を示す概念図である。この図
において、３次元座標系Ｃ２は、図１０と同じものである。なお、図１２（ａ）は操作者
を右から見た右側面図であり、図１２（ｂ）は操作者を上から見た平面図である。
　図１２（ａ）において、上下方向操作範囲ｒ１１は、操作者から表示装置１０に向かっ
て上下方向の操作範囲を表す。この上下方向操作範囲ｒ１１は、基準位置座標Ｐ１０を中
心に、表示装置１０の上端から下端までの操作者の視線の範囲である。
　図１２（ｂ）において、左右方向操作範囲ｒ１３は、操作者から表示装置１０に向かっ
て左右方向の操作範囲を表す。この左右方向操作範囲ｒ１１は、基準位置座標Ｐ１０を中
心に、表示装置１０の左端から右端までの操作者の視線の範囲である。
　図１２（ａ）、（ｂ）において、奥行方向操作範囲ｒ１２は、操作者から表示装置１０
に向かって奥行方向の操作範囲を表す。この奥行方向操作範囲ｒ１２は、基準位置座標Ｐ
１０から、予め定められた距離の範囲である。この予め定められた距離は、例えば、人の
腕全体の長さ（肩から指先）を基準に定められた距離であり、例えば、８０ｃｍである。
ただし、本発明はこれに限らず、表示装置１０は、奥行方向操作範囲ｒ１２を、性別や身
長に基づいて、変更してもよい。
　なお、上下方向操作範囲ｒ１１、奥行方向操作範囲ｒ１２、および左右方向操作範囲ｒ
１３で表される範囲を操作範囲ｒ１とも称する。なお、この操作範囲ｒ１は、操作者から
表示装置１０（注目位置検出装置）に向かうに従って広がる。また、操作範囲ｒ１は、操
作開始検出範囲と同じであるが、異なっていても良い。
【００７２】
　表示装置１０は、図１２（ａ）および図１２（ｂ）で表した操作範囲ｒ１内に指定位置
座標Ｐ１１がある場合は、操作者の注目位置を検出する。すなわち、表示装置１０は、操
作者の目の位置又は顔の位置と、表示装置１０と、に基づいて、操作範囲ｒ１を検出する
。
　表示装置１０は、操作者から見た表示装置１０の画角を操作範囲ｒ１とすることで、操
作者の視線の先を注目位置として検出することができる。表示装置１０は、指定位置座標
Ｐ１１が操作範囲ｒ１の外にでた場合は、注目位置表示を消去することや、操作範囲ｒ１
から外れた画面端を注目位置表示する。または、表示装置１０は、この場合、操作範囲ｒ
１から外れたことを示す情報や動作・アニメーション表示するなど、操作者に操作範囲ｒ
１を外れたことを提示してもよい。また、表示装置１０は、予め範囲の定められた操作パ
ネルＰ１において、操作パネルＰ１の上端から下端まで、および左端から右端まで、の操
作者の視線の範囲を、操作範囲ｒ１としてもよい。
【００７３】
　図７に戻り、検出情報出力部３７には、顔検出部３０、特徴情報解析部３４及び操作者
判別部から検出情報が入力される。検出情報出力部３７は、操作者判別部３５から操作開
始信号が入力された場合、入力された操作開始信号に係る操作者の検出情報を制御部２２
に出力する。検出情報出力部３７は、検出情報出力部３７は、操作者判別部３５から操作
終了信号が入力された場合、入力された操作終了信号に係る操作者の検出情報の出力を終
了する。
　なお、ユーザ情報解析部２０１は、上述した方法や特徴量に限られず、入力された映像
信号に基づいてユーザの特徴やユーザが指示する操作に係る情報を検出してもよい。
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【００７４】
〔手形状認識による操作〕
　制御部２２は、検出情報出力部３７から入力された検出情報から、３次元顔面位置情報
、指画像信号、本数情報、２次元指先位置情報、注目位置情報、特徴情報を抽出する。制
御部２２は、予め操作対象となる処理の種別毎に手形状情報を対応付けられて記憶された
記憶部を備える。ここで、手形状情報は、手の形状を表す情報である。制御部２２は、記
憶部から手形状情報を読み出し、読み出した手形状情報と入力された手形状情報を照合す
る。制御部２２は、照合に成功した手形状情報に対応した処理を実行する。
　なお、手形状情報は、抽出された情報のうち、指画像信号、本数情報、２次元指先位置
を含んで構成される。手形状情報は、一時的又は静止した手の形状、即ち姿勢を表す情報
であってもよいし、時間経過によって変化する手の形状、即ち動作を表す情報であっても
よい。例えば、入力された手形状情報が両手の全ての指を握った形状であり、この状態で
手を上下に移動させることを表す場合、制御部２２は、番組表情報を情報ＤＢ２１から読
み出し、読み出した番組表情報を表示部１２に出力する。
　また、手形状情報は、例えば、１本の指のみが伸ばされた状態の形状を表す情報であっ
ても良い。また、手形状情報は、伸ばされた指が真っ直ぐに伸ばされている形状を表す情
報、および、伸ばされた指が第２関節で曲げられている形状であっても良い。
【００７５】
　上述の手の形状は、これに限られず、表示装置１０の処理の種類に対する指示として特
定できればよい。例えば、手形状情報は、伸ばしている指の本数、手の方向、親指の先端
と人差し指の先端を接触させた形状を表す情報であってもよい。また、制御部２２は、操
作者の手の形状に限られず、身体の他の部分の形状を用いてもよい。
【００７６】
〔案内画像表示〕
　情報ＤＢ２１には、複数の種類の案内画像信号を、予め定めた距離区分と対応付けて記
憶させておき、制御部２２は抽出した３次元顔面距離情報が表す距離を含む距離区分に対
応する案内画像信号を読み出すようにしてもよい。そして、制御部２２は、制御読み出し
た案内画像信号を表示部１２に出力し、表示部１２は、制御部２２から入力された案内画
像信号が表す案内画像を表示する。例えば、表示装置１０からの操作者１３の距離が長い
区分ほど、１つの案内画像に含まれる処理の種類の数を減少させ、各処理に対する操作を
表す画面の面積（画素数）を増加した画像を表す案内画像信号を情報ＤＢ２１に記憶させ
ておく。また、処理内容を表示する文字を大きくした画像を表す案内画像信号を記憶させ
ておいてもよい。このようにして、操作者１３は、表示部１２からの距離が長くなっても
大きく表示された操作内容を明確に把握できるようになる。
【００７７】
　情報ＤＢ２１には、複数の種類の案内画像信号を特徴情報と対応付けて記憶させておき
、制御部２２は抽出した特徴情報に対応する案内画像信号を読み出し、読み出した案内画
像信号を表示部１２に出力するようにしてもよい。例えば、操作者１３の年齢層が高いほ
ど、１つの案内画像に含まれる処理の種類の数を減少させ、各処理に対する操作を表す画
面の面積（画素数）を増加した画像を表す案内画像信号を情報ＤＢ２１に記憶させておく
。また、処理内容を表示する文字を他の年齢層よりも大きくした画像を表す案内画像信号
を記憶させておいてもよい。このようにして、年齢の高い操作者１３でも、操作内容を明
確に把握できるようになる。また、音量調整の刻み幅を他の年齢層よりも大きくした画像
を表す画像案内信号を情報ＤＢ２１記憶させておき、制御部２２は、その刻み幅に基づき
音量調整に係る処理を行ってもよい。これにより、年齢の高い操作者１３に対しては、他
の年齢層よりも音量の調整量を大きくして便宜を図ることができる。
【００７８】
　例えば、操作者１３の性別が女性の場合には、背景を赤色や桃色等の暖色系で表した案
内画像信号や、アニメーション映画の登場人物の表した案内画像信号を記憶させておいて
もよい。このようにして、操作者１３が女性であっても、親近感をもって表示装置１０を
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操作できるようになる。
　また、小児（例えば、１０歳以下）である操作者１３の年齢層に対して、処理内容を表
示する文字をひらがなで表した案内画像信号や、アニメーション映画の登場人物の表した
案内画像信号を記憶させておいてもよい。このようにして、操作者１３が小児であっても
、表示された操作内容を把握でき、親近感をもって表示装置１０を操作できるようになる
。
　また、小児や高齢者（例えば、６０歳以上）である操作者１３の年齢層に対しては、処
理内容を動画像で表す案内画像信号を記憶させておいてもよい。これにより、小児や高齢
者でも操作方法を表示された動画を視聴して直感的に把握することができる。
【００７９】
　制御部２２は、操作者１３が意図しない微細な手の形状の変化を検出しないことで誤操
作を回避している。そのために、制御部２２は、一定時間間隔毎に予め定めた距離や位置
の閾値よりも手の形状が変化した場合、その変化を検出したと判定し、その後、上述の手
形状情報の照合を行う。ここで、制御部２２は、抽出した３次元顔面距離情報が表す距離
が長いほど、距離の閾値を大きくする。これにより、表示装置１０からの距離が長いほど
、操作者１３による手形状の変化を大きくしなければ、制御部２２は、その変化を受け付
けなくなる。ひいては、操作者１３は、表示装置１０からの距離が長いほど、手形状の変
化をより大きくして操作入力することが促され、撮像装置１１の解像度の影響を低減する
ことができる。
【００８０】
　制御部２２は、小児である操作者１３の年齢層に対して、他の年齢層よりも手形状の変
化を検出するための距離の閾値を小さくしてもよい。これにより、手の大きさが十分発達
していない小児であっても、表示装置１０を快適に操作することができる。また、制御部
２２は、操作者１３の年齢層が高いほど検出するための時間間隔を長くしてもよい。これ
により、動作が緩慢な高齢者でも表示装置１０を快適に操作することができる。
　これにより、本実施形態では、操作者の特徴を表す特徴情報毎に案内画像の表示、その
他の操作に係る処理を変更されるため、操作者の特徴に関わらず快適な操作を実現させる
ことができる。
【００８１】
〔処理フロー〕
　次に、本実施形態に係るデータ入力処理について説明する。
　図１３は、本実施形態に係るデータ入力処理を表すフローチャートである。
【００８２】
（ステップＳ１００）撮像部１１０ａ、１１０ｂは、それぞれ映像を撮像し、撮像した映
像信号を距離算出部２００に出力する。撮像部１１０ａは、映像信号をユーザ情報解析部
２０１の顔検出部３０、手位置検出部３２に出力する。その後、ステップＳ１０１に進む
。
（ステップＳ１０１）距離算出部２００は、撮像部１１０ａ、１１０ｂから各々入力され
た映像信号に基づいて撮像装置１１から操作者までの距離を、例えばステレオマッチング
方式を用いて算出し、算出した距離情報を生成する。距離算出部２００は、生成した距離
情報をユーザ情報解析部２０１の顔検出部３０、目位置検出部３１、手位置検出部３２、
手形状・指先位置検出部３３に出力する。その後、ステップＳ１０２に進む。
【００８３】
（ステップＳ１０２）顔検出部３０は、撮像部１１０ａから入力された映像信号が表す操
作者の顔面の画像を表す領域を検出する。顔検出部３０は、検出した顔面の領域に基づい
て２次元顔面領域情報を生成する。顔検出部３０は、距離算出部２００から入力された距
離情報から、２次元顔領域情報が表す２次元座標の画素に係る距離値を抽出する。顔検出
部３０は、前述の２次元座標と対応する距離値を、被写空間における３次元座標に変換し
て、３次元顔面位置情報を生成する。顔検出部３０は、検出した顔面の画像を表す顔面画
像信号を特徴情報解析部３４と目位置検出部３１に出力する。顔検出部３０は、生成した
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３次元顔面位置情報及び２次元顔面領域情報を操作者判別部３５に出力する。顔検出部３
０は、生成した３次元顔面位置情報を検出情報の一部として検出情報出力部３７に出力す
る。
【００８４】
　目位置検出部３１は、顔検出部３０から入力された顔面画像信号が表す顔面の画像から
目の領域を検出する。目位置検出部３１は、検出した目の領域に基づいて目位置座標を算
出する。目位置検出部３１は、検出した目位置座標に所在する画素における距離値を、距
離情報算出部２００から入力された距離情報から抽出する。目位置検出部３１は、算出し
た２次元の目位置座標と抽出した距離値の組を、被写空間における３次元の目位置座標に
変換して３次元目位置情報を生成する。目位置検出部３１は、算出した３次元の目位置座
標を表す３次元目位置情報を注目位置検出部３６および操作者判別部３５に出力する。目
位置検出部３１は、検出した目の領域の画像を表す目領域信号、算出した２次元の目位置
座標を表す２次元目位置情報を操作者判別部３５に出力する。その後、ステップＳ１０３
に進む。
【００８５】
（ステップＳ１０３）手位置検出部３２は、撮像部１１０ａから入力された映像信号が表
す操作者の手の画像を表す領域を検出し、検出した手の位置を表す２次元座標値を算出す
る。手位置検出部３２は、算出した座標値に対応する距離値を、距離算出部２００から入
力された距離情報から抽出し、算出した２次元座標値と対応する距離値の組を被写空間に
おける３次元座標に変換して３次元手位置情報を生成する。手位置検出部３２は、検出し
た手の領域の画像を表す手画像信号と、算出した代表点の２次元座標値を表す手位置情報
を手形状・指先位置検出部３３に出力する。手位置検出部３２は、当該手位置情報を操作
者判別部３５に出力する。
【００８６】
　手形状・指先位置検出部３３は、手位置検出部３２から入力された手画像信号と手位置
情報に基づいて手の形状を検出する。手形状・指先位置検出部３３は、検出した手の形状
に基づいて指の領域の画像を探索し、指の本数を計数する。手形状・指先位置検出部３３
は、各指の指先位置を表す２次元座標として検出し、検出した２次元座標に所在する画素
の距離値を距離算出部２００から入力された距離情報から抽出する。手形状・指先位置検
出部３３は、抽出した距離値と指先における２次元座標の組を被写空間における３次元座
標を表す３次元指先位置情報を生成する。手形状・指先位置検出部３３は、生成した３次
元指先位置情報を注目位置検出部３６に出力する。手形状・指先位置検出部３３は、検出
した指の領域を表す指画像信号、指の本数を表す本数情報、指先における２次元座標を表
す２次元指先位置情報を検出情報の一部として検出情報出力部３７に出力する。その後、
ステップＳ１０４に進む。
【００８７】
（ステップＳ１０４）操作者判別部３５は、顔検出部３０から入力された３次元顔位置情
報に基づいて、顔面の領域を検出したユーザのうち予め定めた操作可能領域に所在するユ
ーザを操作者として判別する。操作者判別部３５は、顔検出部３０から入力された２次元
顔領域情報や目位置検出部３１から入力された２次元目位置情報に基づいて操作開始検出
範囲を定める。操作者判別部３５は、操作可能領域に所在する操作者の手が、操作開始検
出範囲に所在するか否か判断する。これにより、操作者判別部３５は、操作者からの操作
が開始されたことを検知する。すなわち、操作者判別部３５は、撮像装置１１が撮像した
映像に表された手（身体の一部）の位置を表す３次元手位置情報に基づいて、ユーザが身
体の一部を用いて操作を行ことができる操作範囲ｒ１（操作開始検出範囲と同じ範囲）を
検出する。操作が開始されたと判断された場合（ステップＳ１０４　Ｙｅｓ）、ステップ
Ｓ１０５に進む。操作が開始されていないと判断された場合（ステップＳ１０４　Ｎｏ）
、ステップＳ１００に進む。
【００８８】
　なお、前述の操作開始検知に加えて、操作者判別部３５は、被写空間上の３次元座標を
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表す３次元目位置情報と３次元顔領域情報に基づいて操作開始検出範囲を定めてもよい。
その場合、操作者判別部３５は、３次元手位置情報が表す被写空間上の手の位置が奥行方
向の操作開始検出範囲（図８における操作開始検出開始位置（奥行方向）から開始される
操作開始検出領域（奥行方向））に含まれるか否かによって操作を受け付ける操作者か否
かを判別するようにしてもよい。これにより、表示装置１０は、操作開始検出範囲と手の
位置との関係を、奥行方向の座標も考慮して誤検出を回避することができる。
【００８９】
（ステップＳ１０５）操作者判別部３５は、操作者の顔、および操作可能領域の手を追跡
し、操作者を特定する。すなわち、操作者判別部３５は、操作範囲ｒ１を検出できた場合
には、３次元手位置情報が表す手を有するユーザを操作者として特定する。換言すれば、
操作者判別部３５は、操作者と特定したユーザ以外のユーザを操作することができないユ
ーザと特定する。これにより、表示装置１０は、その他の人の顔、手を追従（認識）しな
いため、特定された操作者の操作中は、その他の人によって操作が奪われるなどの誤動作
を防止できる。その後、ステップＳ１０６に進む。
【００９０】
（ステップＳ１０６）操作者判別部３５は、操作可能領域に所在する操作者の手が、操作
開始検出範囲に所在するか否かを判断し、操作者が操作を継続しているかを検知する。操
作者判別部３５は、操作可能領域に所在する操作者の手が、操作開始検出範囲に所在する
と判断し、操作者が操作を継続していると検知した場合（ステップＳ１０６　Ｙｅｓ）、
ステップＳ１０７に進む。操作者判別部３５は、操作可能領域に所在する操作者の手が、
操作開始検出範囲に所在していない（操作者の手が操作可能領域外にある）と判断し、操
作者が操作を終了または中断したと検知した場合（ステップＳ１０６　Ｎｏ）、ステップ
Ｓ１００に進む。
【００９１】
　なお、前述の操作継続検知に加えて、表示装置１０は、３次元手位置情報が表す被写空
間上の手の位置が奥行方向の操作開始検出範囲（図８における操作開始検出開始位置（奥
行方向）から開始される操作開始検出領域（奥行方向））に含まれるか否かを判断するこ
とにより、操作者が操作を継続しているか否かを検知してもよい。これにより、操作開始
検出範囲と手の位置との関係を、奥行方向の座標も考慮して操作者の操作継続検知の誤検
出を回避することができる。
【００９２】
（ステップＳ１０７）注目位置検出部３６は、目位置検出部３１から入力された３次元目
位置情報と、手形状・指先位置検出部３３から入力された３次元指先位置情報に基づいて
、注目位置座標Ｒ１１を算出する。その後、ステップＳ１０８に進む。
【００９３】
（ステップＳ１０８）制御部２２は、検出した注目位置座標Ｒ１１に該当するコンテンツ
の代表画像をハイライトにし、表示部１２に表示する。これにより、表示装置１０は、操
作者が注目したコンテンツであって、注目位置検出により選択されたコンテンツを、操作
者に示すことができる。その後、ステップＳ１０９に進む。
（ステップＳ１０９）制御部２２は、操作者が注目したコンテンツに対し、予め定められ
た所定の動作（手を表示装置１０の方向に押す動作や手を一定時間静止する、手の形状を
変えるなど）によりコンテンツの再生または実行を決定したかを判断する。コンテンツを
決定したと判断した場合（ステップＳ１０９　Ｙｅｓ）、ステップＳ１１０に進む。
　制御部２２は、操作者がコンテンツを決定していないと判断した場合（ステップ１０９
　Ｎｏ）、ステップＳ１０６に進む。
【００９４】
（ステップＳ１１０）制御部２２は、操作者による操作が終了したか否かを判断する。制
御部２２は、例えば、電源断を表す操作入力が入力された場合に操作が終了したと判断す
る。操作が終了していないと判断された場合（ステップＳ１１０　Ｎｏ）、ステップＳ１
１１に進む。操作が終了したと判断された場合（ステップＳ１１０　Ｙｅｓ）、データ入
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力処理を終了する。
（ステップＳ１１１）制御部２２は、操作者が注目した代表画像に対し、情報ＤＢから対
応するコンテンツあるいはプログラムを読みだし、コンテンツの再生あるいはプログラム
の実行を行う。再生あるいは実行結果を表示部１２に表示する。その後、ステップＳ１０
０に進む。
【００９５】
　このように、本実施形態によれば、表示装置１０は、撮像装置１１が撮像した映像に表
されたユーザ毎の手（身体の一部）の位置を表す３次元手位置情報（第１位置情報）を取
得する。表示装置１０は、取得した３次元手位置情報に基づいて、ユーザが身体の一部を
用いて操作を行ことができる操作範囲ｒ１を検出し、操作範囲ｒ１を検出できた場合には
、３次元手位置情報が表す身体の一部を有するユーザを操作者の候補として特定する。そ
して、表示装置１０は、操作者の候補のうち、操作領域に身体の一部が含まれたユーザを
操作者と特定し、操作者の候補のうち操作者と特定したユーザ以外のユーザを操作するこ
とができないユーザと特定する。
　これにより、表示装置１０は、操作性を向上することができる。例えば、表示装置１０
は、操作範囲ｒ１を検出するので、ユーザが動作した場合、その動作が操作入力を意図し
た動作か、他の目的を意図した動作かを判別することができる。また、例えば、表示装置
１０は、操作範囲ｒ１を検出して操作者を特定するので、複数のユーザが当該映像表示装
置に表示された映像を同時に視聴する場合、一方のユーザによる動作によって、他方のユ
ーザが意図しない操作入力がなされることを防止できる。また、例えば、表示装置１０は
、複数のユーザが同時に動作して、当該映像表示装置が各々操作入力を受け付けると、相
矛盾する操作入力に対する処理が指示されることで誤動作することを防止できる。
【００９６】
　また、本実施形態によれば、表示装置１０は、操作者の目の位置又は顔の位置を表す基
準位置座標Ｐ１０と、操作者の身体の一部（例えば、指）の位置を表す指定位置座標Ｐ１
１と、に基づいて、表示装置１０の表示領域における操作パネルＰ１内の位置であって、
操作者の身体の一部が示す注目位置座標Ｒ１１を算出する。これにより、表示装置１０は
、例えば、ユーザの指差し位置方向と視線の方向が平行とはならない場合でも、ユーザが
注目した位置通りにディスプレイ上のポインタを移動でき、操作性を向上することができ
る。
　例えば、表示装置１０は、操作者の注目位置を検出することができ、大画面、高解像度
のディスプレイに向けた操作でも操作方法に慣れずとも、注視したコンテンツを選択する
ことができるため、ユーザ操作のストレスを低減し、操作性を向上することができる。
【００９７】
〔第２実施形態〕
　以下、図面を参照しながら本発明の第２の実施形態について説明する。
　図１４は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１０ａを説明するための概略図であ
る。表示装置１０ａは、操作者の操作に基づいて、操作者の視野内にある表示装置１０ａ
上の表示領域に合わせて、操作者の操作領域を決定する。
　この図において、破線で示した領域ｒ２は、ユーザ操作領域ｒ２である。ユーザ操作領
域ｒ２とは、操作者が、表示装置１０ａに対して操作可能な領域である。表示装置１０ａ
は、操作者の目（基準位置座標Ｐ１０）から見た視線であって表示装置１０ａの表示領域
の端を通る視線で定まる領域に合わせ、顔前方の所定距離だけ離れた空間領域をユーザ操
作領域ｒ２として設定する。ここで、ユーザ操作領域ｒ２は、ユーザ視線に沿っているた
め、その形状が立方体ではなく、表示装置１０ａと平行な平面が表示装置１０ａに近づく
（操作者から奥行方向に遠ざかる）にしたがって徐々に大きくなる形状となる。操作者は
ユーザ操作領域ｒ２内で手を動かすことにより、操作を行うことができる。
【００９８】
　表示装置１０ａは、表示装置１０ａ上に表示された複数のコンテンツ（図では、横４×
縦３の合計１２コンテンツ）の中から操作者が手で指し示した注目コンテンツを、操作者
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が選択しているコンテンツとしてユーザに知らせる表示を行う。例えば、表示装置１０ａ
は、ユーザに知らせる表示として、選択されたコンテンツの代表画像の周りを実線で囲み
、注目位置をハイライト表示する。ただし、操作者の注目位置を操作者に示す手法は、こ
れに限定されず、操作者が注目した位置を表示領域の画素単位でポインタ表示するなど、
操作者に注目位置を示す手法であっても良い。
【００９９】
　次に図１５を用いてユーザ操作領域ｒ２の設定方法について説明する。
　図１５は、ユーザ操作領域ｒ２の設定方法の一例を説明するための概略図である。図１
５（ａ）は、操作者から見た表示装置１０ａを表す図である。図１５（ｂ）は、操作者と
表示装置１０ａを横から見た図である。図１５（ｃ）は、撮像装置１１が、撮像部１１０
ａ、１１０ｂのいずれかを用いて撮影した画像である。
　この図は、ユーザが、ユーザから見た表示装置１０ａ上の表示領域を、手を掴む動作と
開く動作で指定する一例である。ユーザは、ユーザから見た表示領域の左上頂点を、手を
つかむ動作で指定する。ユーザは、そのままの手の形状で、ユーザから見た表示領域を対
角線上に右下まで移動し、手を開く動作で右下頂点を指定する。表示装置１０ａは、この
対角線の四角形であって、手を掴む動作と開く動作で指定された四角形を含む領域を、操
作開始検出領域１３３ａに設定する。表示装置１０ａは、この領域を指定したユーザを、
操作者として識別する。
【０１００】
　表示装置１０ａは、操作開始検出領域１３３ａを設定すると共に、ユーザ操作領域ｒ２
を設定する。例えば、表示装置１０ａは、操作開始検出領域１３３ａの平面を含む空間領
域をユーザ操作領域ｒ２として設定する。具体的には、表示装置１０ａは、操作者の目（
基準位置座標Ｐ１０）から見た視線であって操作開始検出領域１３３ａの端を通る視線で
定まる領域内の空間領域をユーザ操作領域ｒ２として設定する。ここで、表示装置１０ａ
は、操作開始検出領域１３３ａに基づいて、ユーザ操作領域ｒ２の奥行方向の領域を設定
する。例えば、表示装置１０ａは、操作開始検出領域１３３ａより、予め定めた奥行量だ
け操作者側にある平面ｒ２１から、予め定めた奥行量だけ表示装置１０ａ側にある平面ｒ
２２までの領域を、ユーザ操作領域ｒ２として設定する。すなわち、表示装置１０ａは、
ユーザが指定する所定の操作によって、ユーザ操作領域ｒ２を検出する。具体的には、表
示装置１０ａは、ユーザが、ユーザの視野内にある表示装置１０ａの表示領域の左上頂点
（第一の頂点）を指定し、第一の頂点と対角にある右下頂点（第二の頂点）を指定する操
作によって、ユーザ操作領域ｒ２を検出する。なお、第一の頂点は右上頂点であり、第二
頂点は左下頂点であってもよい。
【０１０１】
　ユーザ操作領域ｒ２は、表示装置１０ａと平行な平面が表示装置１０ａに近づくにした
がって徐々に大きくなる形状からなる空間領域となる。すなわち、ユーザ操作領域ｒ２は
、操作者から表示装置１０ａに向かうに従って広がる。操作者はユーザ操作領域ｒ２内で
手の形状を変える、または手を動かすことにより、表示装置１０ａは、その動作を、操作
として認識する。反対にユーザ操作領域ｒ２から手が外れると、表示装置１０ａは、操作
として認識しない。
【０１０２】
　表示装置１０ａは、３次元空間上のユーザ操作領域ｒ２を、撮像装置１１が撮影した画
像上の２次元平面領域（操作開始検出領域１３３ａ）に変換し、これを操作者の２次元の
ユーザ操作領域ｒ２３とする。すなわち、表示装置１０ａは、操作開始検出領域１３３ａ
をユーザ操作領域ｒ２３とする。操作者の操作検出は、この２次元のユーザ操作領域ｒ２
３上にある手の動き、形状により行う。このように、表示装置１０ａは、操作開始の指示
により設定された３次元空間上のユーザ操作領域ｒ２を、撮像装置１１上で撮影された手
を掴む動作と開く動作から指定される矩形領域（図１５（ｃ）に示す３次元空間のユーザ
操作領域ｒ２を撮像画像上の２次元平面で表した領域）として２次元のユーザ操作領域ｒ
２３に変換する。これにより、表示装置１０ａは、操作者の身長や表示装置１０ａとの距
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離、位置に関わらず、操作者が見ている表示領域の大きさや形状をユーザ操作領域ｒ２と
して割り当てることができる。このため、操作者は、表示装置１０ａに対し、より自然な
手の位置で操作（指示）することが可能となる。
【０１０３】
　次に図１６を用いてコンテンツ選択について説明する。
　図１６は、コンテンツ選択の一例を表す概念図である。この例は、手の位置の移動で注
目位置を検出し、コンテンツを選択する場合のものである。図１６（ａ）は、操作者から
見た表示装置１０ａを表す図である。図１６（ｂ）は、操作者と表示装置１０ａを横から
見た図である。図１６（ｃ）は、撮像装置１１が、撮像部１１０ａ、１１０ｂのいずれか
を用いて撮影した画像である。
　この図において、表示装置１０ａは、操作開始検出領域１３３ａにより設定されたユー
ザ操作領域ｒ２内の手の位置から、操作者が注目（選択）しているコンテンツを検出する
。これにより、操作者は、視野内にある表示領域上の注目したコンテンツを指し示すこと
でコンテンツを選択することができる。また、操作者は、ＰＣ上のマウスポインタのよう
に使用する場合は、操作者の視野内の表示領域上で手を動かすことにより、その手に追従
してマウスポインタを移動することができる。
【０１０４】
　具体的に、表示装置１０ａは、前記操作開始検出操作で決定したユーザ操作領域ｒ２３
上の手の位置に対応する表示領域上の位置を注目位置とする。すなわち、表示装置１０ａ
は、撮影画像上の２次元平面（ユーザ操作領域ｒ２３）で表した領域サイズを、表示領域
サイズにスケーリングした際の拡大・縮小率の割合だけ、撮影画像上の２次元平面で表し
た領域上の手の位置の座標をスケーリングする。これにより、表示装置１０ａは、操作者
の注目したコンテンツの表示領域上の座標を算出する。このように、表示装置１０ａは、
ユーザ操作領域ｒ２上の手の位置を、表示領域上の注目位置またはポインタ位置へ変換す
る。
　　以上により、表示装置１０ａは、操作者の視聴位置に合わせ、最適なユーザ操作領域
ｒ２を設定できる。このため、表示装置１０ａは、操作者の身体的特徴や視聴位置に関係
なく、操作者が注目した位置をそのまま選択したコンテンツとすることが可能となる。ま
た、表示装置１０ａは、２次元のユーザ操作領域ｒ２３に基づいてコンテンツ選択の処理
を行う場合には、３次元のユーザ操作領域ｒ２に基づいてコンテンツ選択の処理を行う場
合と比較して、処理負荷を軽減することができる。なお、表示装置１０ａは、３次元空間
上のユーザ操作領域ｒ２内に手の位置がある場合にのみ、奥行方向の手の位置を計測し、
ユーザ操作領域ｒ２外に手の位置がある場合には、奥行方向の手の位置を計測なくてもよ
い。
【０１０５】
　操作者が選択したコンテンツの決定（再生）は、一定時間手を静止させる、掴む動作を
行う（または掴む動作のまま操作者手前側に手を移動させる）、奥行方向に向かって手を
移動（押す）する、掌や指を操作者側に向け手を手前に移動する（または手の手前移動と
奥行移動を複数回繰り返す）、予め決めた決定を表す音声（決定、選択、これ、再生、見
たいなど）を発するなどの操作により行う。制御部２２は、操作者により選択され、決定
されたコンテンツを再生し、表示部１２に表示する。
　以上までに説明したユーザ操作領域ｒ２３は、３次元空間上のユーザ操作領域ｒ２内の
２次元平面領域であったが、これに限定されるものではなく、ユーザ操作領域ｒ２３は、
３次元空間上のユーザ操作領域ｒ２内であれば、２次元平面だけでなく、３次元の立体形
状（立方体など）でもよい。これにより、操作者の手の動きが奥行方向に移動しながら、
表示装置１０ａの表示面の上下左右方向に操作した場合でも、操作検出が可能となる。し
たがって、手などの奥行移動を使った操作の検出や、手が奥行方向に移動（ずれ）しても
、操作者の操作が検出可能となり、操作検出のロバスト性が向上する。
【０１０６】
　次に、表示装置１０ａは、撮像装置１１が撮影した映像中に操作者が複数人いる場合は
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、前述のユーザ操作領域ｒ２の設定方法の操作を行ったユーザを操作者と識別し、識別し
た操作者が設定したユーザ操作領域ｒ２の手を検出する。例えば、表示装置１０ａは、識
別した操作者以外のユーザの手の動きは検出しない。これにより、表示装置１０ａは、排
他的に操作者を識別できるため、操作者以外の手の動きによる誤動作や、複数のユーザに
より操作の取り合いなどが発生することを防ぐことが可能である。
　また、表示装置１０ａは、操作者がいない状態を判別し、再び操作者を検出する処理を
行う。例えば、表示装置１０ａは、例えば、操作者が手を一定時間ユーザ操作領域ｒ２か
ら外した場合、または、予め定めた操作終了のジェスチャを行う場合には、操作者がいな
い状態と判別する。以上より、一度操作者と識別されると、操作を終了するまで、識別さ
れた操作者のみが操作可能となる。また、識別された操作者が操作を終了させると、次に
ユーザ領域の設定を行ったユーザが操作者と識別され、操作が可能となる。
【０１０７】
〔表示装置の構成〕
　次に本実施形態に係る表示装置１０ａの構成について説明する。本実施形態に係る表示
装置１０ａと表示装置１０（図３参照）と比較すると、表示装置１０ａは、ユーザ情報解
析部２０１に変えてユーザ情報解析部２０１ａを備える点が異なる。しかし、他の構成要
素が持つ機能は表示装置１０と同じである。
　図１７は、本実施形態に係るユーザ情報解析部２０１ａの構成を表すブロック図である
。本実施形態に係るユーザ情報解析部２０１ａ（図１７）とユーザ情報解析部２０１（図
７）とを比較すると、操作者判別部３５ａおよび注目位置検出部３６ａが異なる。しかし
、他の構成要素が持つ機能はユーザ情報解析部２０１と同じである。
　操作者判別部３５ａおよび注目位置検出部３６ａは、以下の処理を行う。
【０１０８】
〔処理フロー〕
　次に、本実施形態に係るデータ入力処理について説明する。
　図１８は、本実施形態に係るデータ入力処理を表すフローチャートである。本実施形態
に係るデータ入力処理（図１８）と第１実施形態に係るデータ入力処理（図１３）とを比
較すると、ステップＳ１０４～Ｓ１０８の処理に変えて、ステップＳ２０４～Ｓ２０９の
処理が行われることが異なる。しかし、図１８の処理において、図１３の処理と同じ符号
を付した処理は、同じである。
【０１０９】
（ステップＳ２０４）操作者判別部３５ａは、顔検出部３０から入力された３次元顔位置
情報に基づいて、顔面の領域を検出したユーザを識別する。操作者判別部３５ａは、識別
したユーザの手形状が操作開始の手形状（掴むなど）であった場合に、その回数をカウン
トアップする。操作者判別部３５ａは、識別したユーザについて、操作開始の手形状が所
定回数を超えたかを判別する。操作開始の手形状が所定回数を超えた場合（ステップＳ２
０４　Ｙｅｓ）、ステップＳ２０５に進む。操作開始の手形状が所定回数以下の場合（ス
テップＳ２０４　Ｎｏ）、ステップＳ２００に進む。なお、操作者判別部３５ａは、操作
開始の手形状でなかった場合は、その回数をリセットしてもよい。また、操作者判別部３
５ａは、識別したユーザの手形状が操作開始の手形状であり、予め定めた時間、その手形
状が保たれたと判定した場合に、ステップＳ２０５の処理を行っても良い。
【０１１０】
（ステップＳ２０５）操作者判別部３５ａは、顔面の領域を検出したユーザの手形状が操
作開始検出の終了の手形状（開くなど）となったかを判別する。操作開始検出の終了の手
形状（開くなど）となった場合（ステップＳ２０５　Ｙｅｓ）、ステップＳ２０６に進む
。このとき、操作者判別部３５ａは、操作開始の手形状のときの手の位置と、操作開始検
出の終了の手形状となったときの手の位置と、に基づいて、操作開始検出領域１３３ａを
設定する（図１５参照）。操作開始検出の終了の手形状（開くなど）でなかった場合（ス
テップＳ２０５　Ｎｏ）、操作者がいなかったとしてステップＳ２００に進む。
【０１１１】
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（ステップＳ２０６）操作者判別部３５ａは、ステップＳ２０５で操作開始検出領域１３
３ａを設定したユーザを、操作者として特定する。操作者判別部３５ａは、操作者を特定
し、その他のユーザの顔、手を追従（認識）しない。これにより、表示装置１０ａでは、
特定された操作者の操作中は、その他のユーザによって操作が奪われるなどが発生しない
。
　操作者判別部３５ａは、操作開始検出領域１３３ａを含むユーザ操作領域ｒ２を算出す
る。操作者判別部３５ａは、ユーザ操作領域ｒ２を、撮像装置１１が撮影した画像上の２
次元平面で表したユーザ操作領域ｒ２３に変換することで、撮影映像上の操作領域を決定
する。その後、ステップＳ２０７に進む。
【０１１２】
（ステップＳ２０７）操作者判別部３５ａは、操作者の手が、ユーザ操作領域ｒ２範囲内
に所在するか否かを判断し、操作者が操作を継続しているかを検知する。操作者判別部３
５ａは、操作可能領域（図１参照）に所在する操作者の手がユーザ操作領域ｒ２に所在す
ると判断することで、操作者が操作を継続していると検知した場合（ステップＳ２０７　
Ｙｅｓ）、ステップＳ２０８に進む。操作者判別部３５ａは、操作可能領域に所在する操
作者の手がユーザ操作領域ｒ２に所在していない（又は操作者の手がユーザ操作領域ｒ２
外にある）と判断することで、操作者が操作を終了または中断したと検知した場合（ステ
ップＳ２０７　Ｎｏ）、ステップＳ２００に進む。
　なお、前述の操作継続検知に加えて、操作者判別部３５ａは、３次元手位置情報が表す
被写空間上の手の位置が奥行方向の操作開始検出範囲（図８における操作開始検出開始位
置（奥行方向）から開始される操作開始検出領域（奥行方向））に含まれるか否かを判断
し、操作者が操作を継続しているか否かを検知してもよい。これにより、表示装置１０ａ
は、操作開始検出範囲と手の位置との関係を、奥行方向の座標も考慮して操作者の操作継
続検知の誤検出を回避することができる。
【０１１３】
（ステップＳ２０８）注目位置検出部３６ａは、ユーザ操作領域ｒ２３のサイズを表示領
域サイズにスケーリングし、ユーザ操作領域ｒ２３で表した領域上の手の位置を表示領域
上に対応づけた２次元座標を注目位置として算出する。その後、ステップＳ２０９に進む
。
（ステップＳ２０９）制御部２２は、検出した注目位置に該当するコンテンツの代表画像
を操作者に示すために、代表画像をハイライトにし、表示部１２に表示する。その後、ス
テップＳ１１０に進む。
【０１１４】
　このように、本実施形態によれば、表示装置１０ａは、ユーザが指定する所定の操作に
よって、ユーザ操作領域ｒ２を検出する。表示装置１０ａは、ユーザ操作領域ｒ２を検出
できた場合には、前記第１位置情報が表す身体の一部を有するユーザを操作者として特定
する。これにより、表示装置１０ａは、操作性を向上することができる。
　また、本実施形態によれば、表示装置１０ａは、操作者の目の位置又は顔の位置と、表
示装置１０ａの表示領域（被操作領域）と、に基づいて、ユーザ操作領域ｒ２を検出する
。このユーザ操作領域ｒ２は、操作者から表示装置１０ａに向かうに従って広がる。例え
ば、ユーザ操作領域ｒ２は、表示装置１０ａと平行な平面が表示装置１０ａに近づくにし
たがって徐々に大きくなる形状としている。このため、大型のディスプレイやタイルディ
スプレイなどの場合は、コンテンツ決定動作である押す動作を行うと、手を表示装置１１
上の表示領域平面と垂直方向に押す動作とはならずに、操作者から表示領域上のコンテン
ツに向かう方向に押す動作となる。
　このように、表示装置１０ａを用いれば、操作者は、例えば表示領域上の端にあるコン
テンツの代表画像に向かって押す動作ができるため、より直感的な動作でコンテンツの再
生またはプログラムの実行を行うことができる。なお、タイルディスプレイとは、複数の
ディスプレイを組合せることで表示領域を大きくしたディスプレイである。
【０１１５】
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　なお、表示装置１０ａでは、注目位置検出として、操作者の目の位置と手の位置を結ん
だ直線と表示装置１０ａが交わった交点を注目位置座標としていた。表示装置１０ａでは
、表示領域に対応する操作者の視野内をユーザ操作領域ｒ２として設定し、ユーザ操作領
域ｒ２内の平面を操作領域として表示装置１０ａの表示領域と対応づけて、操作者の注目
位置を検出する。これにより、表示装置１０ａでは、ユーザの操作開始の検出時に、ユー
ザ操作領域ｒを決定できるので、操作者の身体的特徴に合わせ、ユーザ操作領域ｒを決定
できる。したがって、ユーザの身体的な個人差に関係なく、ユーザ操作領域ｒが決定され
るため、操作者の注目位置検出精度が向上すると同時に、操作の思い通りに自然な操作で
きるということが可能である。
【０１１６】
　なお、上記各実施形態では、表示装置１０、１０ａは、２台の撮像部１１０ａ、１１０
ｂから各々入力された画像信号に基づいて操作者の身体までの距離を表す距離情報を取得
したが、本実施形態ではこれには限られない。例えば、撮像部１１０ａ、１１０ｂのいず
れかが、その他の方式で被写体までの距離情報を取得する測距部に置き換られてもよく、
その場合、測距部が取得した距離情報を、ユーザ情報解析部２０１に入力するようにして
もよい。
　この測距部は、例えば、距離情報を取得する方式としてＴＯＦ（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｆｌ
ｉｇｈｔ）法を用いる。ＴＯＦ法では、光源として、例えば、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、発光ダイオード）を用いて、光線を放射してから被写体から
反射した反射光を受信するまでの到達時間を計測する。到達時間の計測を、予め定めた分
割された領域毎に行うことで、被写空間内の平面位置毎の距離情報を取得することができ
る。光源は、例えば、人間の眼に見えない赤外線を放射する赤外線発光ダイオードである
が、これには限られない。例えば、パルス照射することができるレーザ光源であってもよ
い。また、光線の振幅又は位相を変調することができる位相変調器を備え、放射光と反射
光の位相差に基づいて到達時間を算出してもよい。
【０１１７】
　なお、上述では、制御部２２がユーザ情報解析部から入力された検出情報として手形状
情報に対応する種類の処理を行う例について説明したが、本実施形態ではこれには限られ
ない。本実施形態では、身体の一部として手に限らず、他の部分、例えば腕、首、頭部、
胴体部の形状を表す情報を含むユーザ情報を用いてもよい。また、当該ユーザ情報におけ
る形状とは、静止した形状に限らず、形状の時間変化である動作、姿勢を含んでいてもよ
い。当該ユーザ情報には、２次元の位置情報の代わりに３次元の位置情報を用いてもよい
。
　このように、本実施形態によれば、撮像装置１１が撮像した映像に表されたユーザ毎の
身体の一部の位置を表す第１位置情報を取得する。また、本実施形態によれば、第１位置
情報に基づいてユーザを判別し、撮像装置１１が撮像した映像に表されたユーザの身体の
一部の形状を表す情報を含むユーザ情報を検出し、検出したユーザ情報に対応する処理を
実行する。そのため、複数人の操作者が身体の形状を変化させて操作を試みても、同時に
複数の操作に係る処理が衝突せずに快適な操作が可能になる。
【０１１８】
　また、本実施形態によれば、ユーザ情報に対応する処理を実行したタイミングによる、
案内画像の表示の有無や、撮像装置が撮像した映像に基づきユーザの特徴を表す特徴情報
を推定し、特徴情報によって表示態様が異なる案内画像を表示する。そのため、多様な特
徴を有するユーザに対して快適な操作が可能になる。
【０１１９】
　なお、上述した実施形態における表示装置１０、１０ａの一部、例えば、距離算出部２
００、顔検出部３０、目位置検出部３１、手位置検出部３２、手形状・指先位置検出部３
３、特徴情報解析部３４、操作者判別部３５、３５ａ、注目位置検出部３６、３６ａ、検
出情報出力部３７、及び制御部２２をコンピュータで実現するようにしても良い。その場
合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に
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記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、
実行することによって実現しても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは
、表示装置１０に内蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハード
ウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキ
シブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシ
ステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読
み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線
を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持
するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メ
モリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログ
ラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能
をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できる
ものであっても良い。
　また、上述した実施形態における表示装置１０の一部、または全部を、ＬＳＩ（Ｌａｒ
ｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等の集積回路として実現しても良い。表示
装置１０の各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集積
してプロセッサ化しても良い。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、また
は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集
積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いても良い。
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【符号の説明】
【０１２０】
１０、１０ａ…表示装置、２ａ…データ入力装置、１１…撮像装置、２０…画像処理装置
、２００…距離算出部、２０１、２０１ａ…ユーザ情報解析部、３０…顔検出部、３１…
目位置検出部、３２…手位置検出部、３３…手形状・指先位置検出部、３４…特徴情報解
析部、３５、３５ａ…操作者判別部、３６、３６ａ…注目位置検出部、３７…検出情報出
力部、２ｂ…表示制御装置、１２…表示部、２１…情報ＤＢ、２２…制御部
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